
 

 

 

 

 

 

 

新年度を迎えるにあたり 

桜の開花とともに、うららかな春の陽気が身の周りにあふれる時節となって 

参りましたが、戸手学区の皆様には益々御健勝のこととお慶び申しあげます。 

３年間に及び猛威を振るった新型コロナウイルス感染症も、この 4 月からは  

通常の感染対策へ移行します。以前の社会生活の復元が多方面において浸透  

していくことにより、交流館を利用していただく皆さんの安心も広がり、更な  

る活動の活性化につながればと願うところです。 

昨年４月、「戸手公民館」の名称が「戸手交流館」へ変更となり、隣接する  

「交流館とで」との違いに戸惑いをおかけしたところですが、この 4 月から   

「交流館とで」は「福山市とでふれあいプラザ」へ名称変更されることとなりま 

した。引き続き施設のご利用をよろしくお願いします 

戸手学区の皆様が長年培い、発展・継続されてきた事業を引き続き盛りあげて 

いくとともに、地域課題の解決及び学習活動などを通じた地域活動の推進に努め、

身近なまちづくりの拠点となるよう交流館関係者一同、努めてまいりますので  

今後ともよろしくお願いいたします。 

戸手交流館職員一同 

 

 

 

  第 1３ 号 

 

戸 手 交 流 館 
T e l ;  

fukuyama.hiroshima.jp

交流館の使用について 
【開館時間】      午前８時３０分～午後１０時  

※使用時間を守りましょう。 

【受付時間】月～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

            土曜日 午前８時３０分～午後０時１５分（休日は除く） 

交流館を利用される方は、次の事項を守ってください。 

＊部屋を利用する際は事前に、使用許可申請書を提出してください。 

（使用の３か月前から前日まで） 

＊受付時間外に使用される場合は、必ず事前に鍵の受け渡しについて確認してください。 

＊使用中止の場合は、早めに連絡してください。 

＊使用中に建物・付属設備・備付けの器具類等を破損したときは、直ちに届け出てください。 

＊使用後は会場を清掃し、ごみは必ずお持ち帰りください。また、使用管理責任者は、戸締 

りと火気の確認をしてください。 

＊使用した机・イスなどは、所定のところへ返却し整理整頓してください。 

＊近所の方々に迷惑ですので、道路への違法駐車は絶対しないでください。 

＊特に夜間の使用の際には、駐車場等での談笑はしないでください。 

＊その他、職員の指示する事項を守ってください。 

   ※これらのことが守られない場合は、使用をお断りすることがあります。 
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参加してみたいサークルがあれば、戸手交流館までお問い合わせください。 
               問合せ先電話(0847)５２－５５３９ 

注意！使用許可申請書の提出及び許可書の交付状況によっては、 

実施曜日・時間が変更になる場合があります。 
 

曜

日 

サ ー ク ル 名 基本活動週 基 本 時 間 活 動 内 容 

 

月 
すみれ会 毎 週  9:30～12:00 日本舞踊 

戸手卓友会 毎 週 13:00～17:00 卓球 

つまみ絵教室  第２週  9:00～11:30 つまみ絵 

火 

りんどう会 毎 週 9:30～12:30 日舞正派若柳流 

戸手版画を楽しむ会 

 
第 4 週 10:00～12:00 木版画 

コーラス・ローズ 第 2 週 10:00～12:00 コーラス 

あじさい会 

 
第１・３週 13:00～16:00 踊り・サロン 

ひまわり会 第 2・4 週 13:00～1５:00 健康体操 

ハワイアンフラ アラウラ 毎 週 19:30～21:00 ハワイアンフラ 

水 

さくらの会 第１・３週  9:30～11:30 ボッチャ等軽スポーツ 

レクリエーションスポーツ  第２・４週  9:30～11:00 各種ニュースポーツ 

男の厨房 第３週  9:30～12:30 調理 

幸せキッチン 第 4 週  9:00～13:00 調理 

戸手卓友会 第 1･2･3 週 13:00～17:00 卓球 

はぐコーラス 第４ 週 13:00～15:00 コーラス 

木 

すみれ会 毎 週  9:30～17:00 日本舞踊 

ＫＵ－ＤＡＮ 毎 週 19:00～21:00 ダンス(ジュニア) 

ヘルシークラブ 第２・４週 19:00～20:30 ストレッチ・ヨガ 

ハーモニー 第 1 週 

 
13:30～15:00 ハーモニカ 

金 

太極拳の会 第１・３週  9:30～11:00 太極拳 

すぎな会 第１・３週  9:00～11:00 

 

銭太鼓・すずこ・傘踊

り 
戸手卓友会 第 1・2・4・5週 13:00～17:00 卓球 

フォークダンス絆 第２週 10:00～11:30 フォークダンス 

 

土 

 

リーベダンス 毎 週 10:00～11:30 社交ダンス 

しんいち輪の会 第２･４週 13:00～15:00 健康体操・交流サロン 

備後しんいちひょっとこ踊り連 随 時 19:00～21:00 ひょっとこ踊り 

日 

 
刻（とき） 毎 週 19:00～21:00 よさこい踊り 

不 
定 
期 

シンショー戸手サロン 

不定期 不定期 

学習・交流サロン 

紅(くれない) もち花作り等サロン 

吉長会 踊り 

戸手交流館で活動中のサークルを紹介します 
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◆運動普及推進員 

（と き）7月～来年 2月（月 1回程度）全 8回 

（対象者）20歳～おおむね 74歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

 

◆食生活改善推進員 

（と き）6月～来年 3月（月 1回程度）全 12回 

（対象者）おおむね 20歳～おおむね 74歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

 

※ともに，受講後，推進員として，基本はお住いの小学校区でボランティア活動ができる人 

（問い合わせ・申込み先）福山市健康推進課：TEL 084-928-3421 

ご本人が直接お申し込みください。 

（申込み期間）4月 1日（月）～5月 10日（金） 

運動普及推進員 ・ 食生活改善推進員 養成講座 

 

～一緒にしませんか みんなで健康づくりの活動～ 

2024 年度（令和 6 年度）受講生募集！ 

  活動日にはとてもいいにおいで館中が包まれるサークル

“男の厨房”“幸せキッチン”の皆さんが、いつも使わせても

らっているからと、それぞれ 3月の最終活動日に、実習室の

エアコンフィルター・換気扇・戸棚の整理と外のグリースト

ラップの清掃をしてくださいました。 

普段手入れの行き届かない場所の清掃を 

してくださったので、気持ちのよい実習 

室になりました。 

     

        

        

 

 

手の届きにくいエアコン

フィルターもキレイに 

なりました。 

ありがとうございます。 

移動図書館のぞみ号 

日時：５月１７日（金） 

１１時１０分～１１時５０分 

場所：戸手交流館駐車場 
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交流館での市民課、税制課証明業務のご案内 

   交流館では、月曜日～金曜日（祝祭日は除く）の 9 時から 12 時まで 

市民課証明書、所得・課税証明書の交付を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 扱 い 証 明 金 額 

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） ４５０円 

戸籍個人事項証明書（戸籍抄本) ４５０円 

戸籍の附票の写し全部証明 

戸籍の附票の写し一部証明 
３００円 

住民票の写し ３００円 

住民票の記載事項証明書 ３００円 

年金の現況届の証明 個人年金 ３００円 

労働基準法第１１１条代用証明 無 料 

印鑑登録証明書 

（印鑑登録証必要） 

３００円 

所得・所得課税証明書 ３００円 

＊利用できる人：戸手学区に住んでいる人、 

       または勤務している人 

＊持参するもの：窓口に来られるすべての方の 

ご本人確認が必要です。 

次のいずれかをご提示ください。 

 

 

 

＊交流館では、住民票コードやマイナンバー 

記載の住民票の取り扱いはできません。 

本庁市民課、および各支所でお願いします。 

☆つり銭がいらないようご準備ください☆  

マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・

パスポート・身体障害者手帳・医療受給者証など 

住  民  票：同じ世帯の人 
戸籍謄抄本：戸籍に記載されている人や 
      その配偶者、直系の親族 
税 証 明：同一世帯の家族 
 

 

 

※本人に代わって代理の方が来られる

場合は、委任状が必要となります。 

ただし、右の方は不要です。 


